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県広域化推進プラン及び市水道事業ビジョンとの関連性
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引用
2023.2.23
福島民友

「水道事業の技術的な連携に関する基本協定」を

令和５年２月２０日に締結

水道技術継承の取組を市や町の枠組みから地域の枠組みへ拡大し
広域連携による水道技術の共通化により地域の水道基盤の強化に
繋げていく。

地域の取組

■水道技術は市町村経営の原則の下、独自の工夫等による継承で支えてきたが技
術職員が減少している。
☞技術力の低下とさらに水道事業の持続に影響すると危惧されている。

■会津若松市はこれから中堅職員の高齢化等により技術力維持の対策を講じる必
要がある。周辺事業体はさらに技術者確保が困難な状況にある。
☞技術者育成と技術力確保は同一流域における水道の共通課題として捉えていく
必要がある。

■水道事業の基盤強化のために
☞国：水道法を改正 ⇒市町村を超えた連携の必要性を示す。
☞県：県水道ﾋﾞｼﾞｮﾝ2020や水道広域化推進ﾌﾟﾗﾝ⇒県内での連携推進の方針策定
を示す。

全国的課題

地域的課題

国と県の取組

令和５年２月９日建設委員会協議会配布資料より引用
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基本協定について【背景など】
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〇情報共有化による
緊急時対応

保有資材や施設の現状を共有化
しながら意見交換等を実施する
ことで、緊急時においてスムー
ズな対応を図ることが可能とな
る。

この協定の想定効果は？

〇連携発注による
スケールメリット

広範的視点で有利な業務を事業
体間で連携して発注することに
より、業務範囲等が拡大され、
委託費が下がることや事務の効
率化など、スケールメリットが
発揮される。

〇技術支援による
人材育成等

水道施設の工事等における監督
員への技術支援を通して、人材
育成や管理体制の強化、マネジ
メント力の補完を図ることが可
能となる。

この協定で何をするのか？

実施協定

連携実施にあたっての
費用負担や支援内容等協議

（支援有無等

の確認）

実施

〇
協
定
に
基
づ
く

支
援
費
用
の
支
払
い

〇
協
定
に
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づ
く

支
援
の
実
施

締結

締結

Ａ事業体（支援を受ける側）

Ｂ事業体（支援をする側）

基 本 協 定

水道事業の技術的な

連携に関する基本協定

【広域連携の発注モデル】
☞１つの事業体が設計・公告・入札まで行い
☞４者それぞれが１つの受注者と個別契約する仕組
☞〇受注者の統一 ○業務内容の統一 ○成果物の統一
○諸経費の縮減による委託費の削減

基本協定について【効果及び実施内容】

【技術支援モデル】
☞実施協定に基づく支援費用の支払・支援の実施
☞〇確実な事業の履行 〇技術の標準化・共通化１．水道施設の設計または施工監理などに関する連携 

・水道工事や設計委託における監督員への技術的支援や助言など。 

２．水道施設の更新事業や維持管理業務などの事業実施に関する連携 

・水道管の更新工事や維持管理の業務（漏水調査や施設点検等）の共同発注など。 

３．緊急時における連携 

・漏水修理時の資機材の一時的な賃借。 

・応急給水支援（小規模な事故等に限る。） 

４．その他協議により合意した技術的な内容に関する連携 

・広域連携に関する事例収集や連携研究、さらに職員研修の共同開催 

・保有修理材料の共同把握や施設見学などによる情報共有化など。 

技術支援及び共同発注等のスキーム整理

４者の協議により決定し

実施協定により実施する。


